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男鹿市規則第１６号 

 

男鹿市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則 

 男鹿市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則（令和元年男鹿市規則第１４号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

改正後 改正前 

（特別休暇） （特別休暇） 

第13条 （略） 第13条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 別表第４の第２号及び第３号の休暇（以下この条にお

いて「特定休暇」という。）の単位は、１日又は１時間

とする。ただし、特定休暇の残日数のすべてを使用しよ

うとする場合において、当該残日数に１時間未満の端数

があるときは、当該残日数のすべてを使用することがで

きる。 

３ 別表第４の第４号及び第５号の休暇（以下この条にお

いて「特定休暇」という。）の単位は、１日又は１時間

とする。ただし、特定休暇の残日数のすべてを使用しよ

うとする場合において、当該残日数に１時間未満の端数

があるときは、当該残日数のすべてを使用することがで

きる。 
（年次休暇） （年次休暇） 

第19条 （略） 第19条 （略） 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 

４ １時間を単位として与えた年次休暇を日に換算する場 ４ １時間を単位として与えた年次休暇を日に換算する場
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改正後 改正前 

合は、勤務日１日当たりの勤務時間をもって１日とする。

ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイ

ム会計年度任用職員にあっては、勤務日１日当たりの平

均勤務時間（全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日

の日数で除して得た時間（その時間に１分未満の端数を

生じたときは、これを切り捨てた時間）をいう。）をも

って１日とする。 

合は、勤務日１日当たりの勤務時間（その時間に１時間

未満の端数があるときは、これを１時間に切り上げた時

間）をもって１日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時

間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあって

は、勤務日１日当たりの平均勤務時間（全勤務日の勤務

時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間（そ

の時間に１時間未満の端数を生じたときは、これを１時

間に切り上げた時間）をいう。）をもって１日とする。 

５ （略） 

 

５ （略） 

 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 

附  則 

   この規則は、令和７年 10 月１日から施行する。 

 


